
□ 令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで

□

１．

２．使用期間経過後は直ちに原状に復し返還すること。

３．勝浦市は、駐車場内での盗難や事故等について責任は負わない。

４．勝浦市は、当該地における車庫証明（自動車保管場所証明）の使用承諾はしない。

５． 迄とする。（以降は新たに募集し申込受付する。）

６．使用料金については、月額4,000円、日割計算時の１日単価は134円とし、使用期間に

応じて勝浦市の発行する納付書により、一括前払いとする。

７．使用期間中、やむを得ず解約する場合は速やかに申し出ること。

８．その他、使用に際しては勝浦市の指示に従うこと。

令和 8 年度 勝浦駅北口月極駐車場使用申込書

令和　　　年　　　月　　　日

勝　浦　市　長　　様

住　　所

〒

氏　　名

　　　　　申込者が法人の場合…法人名と代表者（又は責任者）の肩書きと氏名

電話番号

緊急時に連絡がとれる番号（携帯電話番号等）を記入してくださ
い。自宅と勤務先など複数記入していただいても差し支えありま
せん

車　　種

ナンバー

※区画番号

使用期間

その他 　令和　　　年　　　月　　　日から

　令和　　　年　　　月　　　日まで

　私は、勝浦市所有の勝浦駅北口月極駐車場用地（勝浦市墨名２５０番地他）について、
下記条件を了承のうえ借用したいので申し込みします。

記

現状のままで使用し、駐車場以外の使用は認めない。

使用期間は、最長 令和9年3月31日


